


豊島清掃工場の環境方針 
 

 １ 基本理念 

私たちが便利で快適な生活を送るために、様々なものが大量に生産され、消費されています。

その中で不用になったものは、ごみとして排出され、結果として環境負荷の増加や最終処分場の

ひっ迫などの問題を引き起こし、ひいては天然資源の枯渇や地球温暖化など地球環境にも影響を

及ぼしています。 

こうしたごみが抱える問題を解決するために、区民、事業者、行政が連携し、ごみの発生抑

制、再使用、再生利用（３Ｒ）を推進するとともに、排出されたごみを適正に処理することが求

められています。 

豊島清掃工場は、安全で安定した工場の運営を行い、区民の信頼に応える清掃工場を目指す

とともに、ごみを適正に処理することで生活環境の保全に努め、焼却処理によるごみの減容化に

よって限りある最終処分場の延命化に取り組みます。 

また、ごみの焼却処理によって発生する熱を有効活用するとともに、省資源・省エネルギー

化に努めることで、地球温暖化対策を推進します。 

これらの取組を通して、持続可能な社会を次の世代に引き継いでいくため、豊島清掃工場は

以下の基本方針を定め、循環型社会づくりに努めてまいります。 

 

２ 基本方針 

（１）環境関連法令及び「豊島清掃工場の操業等に関する覚書」等を遵守します。 

（２）環境目標及び実施計画を定め、定期的な見直しを行い、継続的な改善及び汚染の予防に努

めます。 

（３）ごみを衛生的に焼却処理し、ごみの減容化による最終処分場の延命化に努めます。 

（４） ごみの焼却による発電と熱供給により、ごみの持つ熱エネルギーを有効利用するとともに、

省資源・省エネルギー化により地球温暖化対策を推進します。 

（５）操業状況の公表、工場見学会や運営協議会等を通じ、情報の発信・交流を図り、地域に開

かれた清掃工場を目指します。 

（６）職員一人一人が、環境に配慮した活動を実践できるように教育・研修を実施します。 

（７）この環境方針を全職員及び工場のために働く人に周知するとともに、環境マネジメントシ

ステムによる取組状況を区民等に公表します。 

令和５年１０月
東京二十三区清掃一部事務組合

豊島清掃工場長 柳 信雄

豊島清掃工場は平成１１年７月に操業を開始した後、環境に関する国際規格であるＩ
ＳＯ１４００１の認証を平成１４年１月に取得しました。この間、可燃ごみを衛生的に
焼却処理し減容化することに加え、焼却灰を資源化することで貴重な最終処分場の延命
化に貢献しつつ、環境負荷の低減に努めてまいりました。
しかしながら、組織に環境管理の考え方が定着したこと、またこれまで蓄積したノウ

ハウを活用して環境管理の効率化と業務との連携強化を図る目的のため、令和６年度か
らは清掃一組独自の「いちくみ環境マネジメントシステム(いちくみＥＭＳ)」を運用す
ることとなりました。ＩＳＯ１４００１に基づく環境管理活動は一区切りとなります
が、今後も地域の皆様から一層の信頼を得られるよう、いちくみＥＭＳによる環境管理
活動を継続し、安全で安定した操業に職員一丸となって取り組んでまいります。
本環境報告書では、令和４年度の環境管理活動の成果をまとめました。当工場の操業

について、地域の皆様に安心していただくための一助となれば幸いです。

１ はじめに



２ 豊島清掃工場の概要

（１） 工場の特徴

東京２３区の中でも、副都心池袋に立地し、商業地、住宅地の中心部に位置することから、

以下の特徴があります。 

① 工場周辺の高層ビルに配慮した、国内の清掃工場では最も高い２１０ｍの煙突 

② 敷地を有効活用できる人工地盤の設置 

③ 設置面積を小さくできる流動床型焼却炉 

④ 地域環境と調和した、丘を連想させる外観 
 

 （２） 施設概要

事 業 場 名  東京二十三区清掃一部事務組合 

   豊島清掃工場 

所 在 地  豊島区上池袋二丁目５番１号 

主要事業活動  可燃ごみの中間処理 

敷 地 面 積  約１２，０００ ㎡ 

工 場 棟  建築面積 ： 約８，９５０ ㎡ 

   延床面積 ： 約２４，１００ ㎡ 

   階 数 ： 地上６階 地下３階 

煙 突  高 さ ： ２１０ ｍ 

処 理 能 力  ４００ ｔ／日 （２００ ｔ／日・炉×２炉） 

焼 却 炉 型 式  全連続燃焼式流動床焼却炉 

排ガス処理装置  ろ過式集じん器、排ガス洗浄塔、脱硝反応塔 

発 電 能 力  ７，８００ ｋＷ（抽気復水タービン） 

し ゅ ん 工  平成１１年６月３０日 

◇緊急事態に対応するため、様々な訓練を実施しています。 

トピックス

ごみバンカ転落対応訓練 

環境に関するポスター展示 

ごみバンカ火災対応訓練 

環境美化活動 

◇地域活動に参加しています。 



計画（Ｐｌａｎ）
・著しい環境側面の特定

・順守義務の登録
・環境目標の設定など

支援及び運用（Ｄｏ）
・環境管理活動
・職員研修
・工場内外とのコミュニ

ケーションなど

パフォーマンス評価（Ｃｈｅｃｋ）
・監視、測定、分析及び評価
・内部環境監査
・マネジメントレビュー

改善（Ａｃｔ）
・不適合の是正
・継続的改善

環境管理体制 （令和5年10月1日現在）

工 場 長

環境管理事務局

環境管理委員会

公害防止管理者管理係長

環境推進委員

係 員 係 員

環境推進委員

整備係長

運転管理等業務受託者

業務責任者

環境管理責任者（技術係長）

技術係長

環境推進委員

係 員

リーダーシップ
環境方針

組織の状況
・内部及び外部の課題
・利害関係者のニーズ及び期待など

環境マネジメントシステム
では、計画（Ｐｌａｎ）、実
行（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃ
ｋ）、改善（Ａｃｔ）の活動
を行います。
まず、外部及び内部の課

題・利害関係者のニーズ及び
期待等を特定し、Ｐｌａｎで
目標に取り入れます。次にＤ
ｏで目標達成のための監視測
定や操作を行ったあと、Ｃｈ
ｅｃｋで取組結果を評価しま
す。最後にＡｃｔで目標や手
順の見直しを図ります。
このサイクルを繰り返すこ

とにより、継続的改善を図っ
ています。

３ 環境マネジメントシステム

管理係 予算、決算及び会計、運営にかかわる連絡調整

技術係 可燃ごみの搬入及び灰の搬出の管理、環境対策の総括、施設の公開、
排ガス及び排水中の有害物質分析測定、燃焼管理計画、データ統計、
発電及び熱管理・建築設備管理、安全管理

整備係 施設及び設備機器の維持管理、補修工作

運転管理等業務受託者 各種設備機器の運転操作・監視・巡回点検、
可燃ごみの搬入受付、灰搬出設備の運転操作・監視



４ 物質収支（令和4年度）

インプット

ごみ搬入量 受電電力量 上水使用量 都市ガス使用量

雨水使用量

８４，６３７．９０ ｔ １，２０９，７９２ ｋＷｈ １０４，９９９ ｍ３

１，４５３ ｍ３

５９，１４６ ｍ３

(プラットホーム) (受変電室) (ダクトバーナ)

灰搬出量 下水放流量 熱供給量

ダイオキシン類

発電電力量

アウトプット

エネルギー起源CO2排出量

非エネルギー起源CO2排出量

８，１５１．１５ ｔ ３２，１８２，０８０ ｋＷｈ

８，３２９，４８８ ｋＷｈ

４２，５９６ ｍ３ ３６，４６３ ＧＪ

(汚水処理設備) (高温水タンク)

４４，５０３ ｔ－ＣＯ２

６６２ ｔ－ＣＯ２

トピックス

(残灰搬出車)

豊島清掃工場では、可燃
ごみの中間処理を通じて、
2015年の国連サミットにお
いて採択された持続可能な
開発目標（SDGs:Sustainable
Development Goals）の実現に
向けた様々な取組を推進し
ています。
※SDGsは右図のように17の
目標から構成されています。

売電電力量

排出量：大気への放出 ０．００３５ mg－TEQ
移動量：下水道への移動 ０．０００５１ mg－TEQ

下水道以外への移動 １，５００ mg－TEQ

※「地球温暖
化対策の推進
に関する法律」
の規定に基づ
く算定量です。

※PRTR制度（有害なおそれの

ある化学物質の１年間の移動
量を国に届け出る制度）の報
告量です。



（１） 排ガス中の有害物質の除去

ばいじん

硫黄酸化物

水銀

窒素酸化物

塩化水素

ダイオキシン類

ばいじんとは、すすや燃えかすのことで、ろ過

式集じん器で除去されます。 

ごみに含まれる窒素分や空気中の窒素が燃

焼によって酸素と反応し、光化学スモッグや

酸性雨の原因となる窒素酸化物が発生しま

す。 

窒素酸化物は、脱硝反応塔で除去されます。 

ごみに含まれる硫黄分が燃焼によって酸素と

反応し、酸性雨の原因となる硫黄酸化物が発

生します。 

硫黄酸化物は、ろ過式集じん器、排ガス洗浄

塔で除去されます。 

ごみに含まれる塩化物が燃焼することで、酸

性雨の原因となる塩化水素が発生します。 

塩化水素は、ろ過式集じん器、排ガス洗浄塔

で除去されます。 

水銀は、可燃ごみに混入した蛍光灯や温度

計など水銀を含むもの由来で発生します。 

水銀は、ろ過式集じん器、排ガス洗浄塔で除

去されます。 

ダイオキシン類は、塩素を含むごみを 250℃

～400℃の低温で燃焼させると発生します。

そのため、ごみを 800℃以上で燃焼して発生

を抑制します。 

ダイオキシン類は、ろ過式集じん器、脱硝反

応塔で除去されます。 

 

自己規制値
測定結果（１号炉）
測定結果（２号炉）
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g/m3N
法規制値：0.08 g/m3N

自己規制値：0.02 g/m3N
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μg/m3N 法規制値：50μg/m3N

0

0.05
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0.15

H30 R1 R2 R3 R4

法規制値：1 ng-TEQ/m3N
自己規制値：0.1 ng-TEQ/m3N

ng-TEQ/m3N

法規制値： 86ppm
自己規制値： 60ppm

法規制値： 41ppm
自己規制値： 20ppm

法規制値： 430ppm
自己規制値： 15ppm

５ 環境対策

H=平成
R=令和



（２） 水質汚濁の防止

水素イオン濃度（ｐＨ）

浮遊物質量（ＳＳ）

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

酸性・アルカリ性を示す指標です。７が中性

で、７より小さければ酸性、７より大きければ

アルカリ性です。排ガス洗浄に使用した排水

等を処理し、ｐＨを中性付近にしてから排水し

ます。 

排水中の有機物が微生物の働きで酸化分解

されるときに消費される酸素の量で、有機物

の量を知る指標となるものです。 

浮遊物質とは、水の濁りの原因となる物質で

す。この浮遊物質を、凝集沈殿法により沈殿

させ、沈殿槽で処理水から分離します。 

※測定結果は年度平均値です。

ダイオキシン類

ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾ－パラ

－ジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、コプ

ラナーポリ塩化ビフェニルの総称です。 

令和4年度環境目標達成状況
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法規制値：5～9
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mg/L 法規制値：600 mg/L
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mg/L 法規制値：600 mg/L

0
2
4
6
8
10

H30 R1 R2 R3 R4

pg-TEQ/L 法規制値：10 pg-TEQ/L

法規制値
測定結果

No. 環境目標 結果 評価

1
安定燃焼逸脱レベル2※1（機器の故
障によるものは除く）の回数を16回
以内にする。

0回 達成

※1 安定燃焼逸脱レベル2
①排ガス中の一酸化炭素濃度

70ppm超過（1時間平均値）
②二次燃焼室温度

830℃未満（1時間平均値）
930℃超過（1時間平均値）2

工場棟照明について、工場棟全体
の照明2198台のうち2.5%（55台）以
上をLED照明とする。

24.2%(531台) 達成

3
管理係所掌の事務用品について、
品目ベースで70%以上（年間平均）を
グリーン商品とする。

79.6% 達成

4

汚水貯留槽の清掃を行う。
環境が悪化していると考えられる槽
等を洗い出し、来年度の目標を設定
する。

清掃実施済。
来年度目標設定済。

達成



印刷物登録

令和５年度第６２号

https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/kojo/toshima/index.html

豊島清掃工場 検索

団体見学

案 内 図

池袋駅東口又は西口(北)より徒歩１０分

名 称：東京二十三区清掃一部事務組合 

        豊島清掃工場 

所 在 地：〒１７０-００１２ 

        豊島区上池袋二丁目５番１号 

電 話：０３-３９１０-５３００ 

Ｆ Ａ Ｘ：０３-３９１６-２１００ 

作 成 者：新垣 盛輝（技術係長） 

発 行 責 任 者：柳 信雄（豊島清掃工場長） 

発 行 日：令和５年１０月 

報告対象期間：令和４年４月～令和５年３月 

次回発行予定：令和６年１０月 

本報告書に関するご意見・お問合わせは、下記までお願いします。

（２） 工場見学会の実施

（１） 運営協議会の開催

６ 開かれた工場を目指して

個人見学

地域住民の代表の方々、豊島区職員及び東京二十三区
清掃一部事務組合職員で構成される運営協議会を開催
し、操業状況や環境調査結果、区民の声対応等の報告を
行っています。
令和４年度は、３年ぶりに対面で開催することができ

ました。
運営協議会の資料はホームページで公表しています。

受 入 人 数 １０名から４０名まで
(小学生は７２名まで)

見 学 日 火・水・木・金 曜日
見学開始時刻 午前９：３０ 又は １０：００

午後１：３０

受 入 人 数 １団体９名まで
先着４０名

見 学 日 土曜日（毎月１～２回）
見学開始時刻 午前１０：００

工場見学会は、参加される人数により①団体見学 ②個人見学に分かれています。
見学を希望される方は事前にお電話でご予約下さい。見学の所要時間は約９０分です。
※感染症の流行状況や定期補修工事等で、見学会を開催しない場合もあります。
※来場の際はホームページをご確認頂き、注意事項を遵守してください。


